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平成27年６月22日

静岡県健康福祉部理事

壁下敏弘（医療介護連携対策担当）

※説明資料は、厚生労働省等が作成した資料の抜粋を含みます

～医療と介護の総合的な確保に向けて～
団塊の世代が75歳以上となる2025年を見据え、

「効率的で質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が

急務の課題

医療と介護の一体改革に向けての市町職員等基礎研修

資料１
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本日の研修内容

１ 静岡県の高齢化率及び高齢者人口の現状

２ 静岡県の健康課題

３ 静岡県の高齢者人口及び高齢化率の将来推計

４ 2025年問題

５ 静岡県の医療・介護資源の状況

６ 医療と介護の一体改革

（１）2025年に向けた医療提供体制の改革
～地域医療構想の策定、医療機能の分化・連携の推進～

（２）地域包括ケアシステムの構築

７ 地域医療介護総合確保基金



3

１ 静岡県の高齢化率及び

高齢者人口の現状
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(各年４月１日現在) 平成17年 平成22年 平成26年 平成27年

総人口 3,863,273人 3,859,195人 3,792,475人 3,775,243人

高齢者人口
(65歳以上人口)

765,035人 887,575人 981,071人 1,011,691人

うち80～89歳人口 155,422人 204,476人 235,522人 242,754人

うち90歳以上人口 30,982人 40,962人 50,476人 53,473人

高齢化率 19.8％ 23.0％ 25.9％ 26.8％

◆高齢化率は年々上昇し、平成27年は過去最高の26.8％
→平成17年からの10年間で7.0ポイントの増加

◆75歳以上の高齢者人口は10年間で1.4倍
→高齢者の中の高齢化が進む。

◆高齢化率は年々上昇し、平成27年は過去最高の26.8％
→平成17年からの10年間で7.0ポイントの増加

◆75歳以上の高齢者人口は10年間で1.4倍
→高齢者の中の高齢化が進む。

静岡県の高齢化の状況

静岡県「高齢者福祉行政の基礎調査」より
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市町別高齢化率の状況（平成17年４月１日時点）
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40％超 0
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20％以下 19
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市町別高齢化率の状況（平成27年４月１日時点）
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静岡県の高齢者人口及び高齢化率の推移（圏域別）

圏域 区分
2005

（H17）
2010

（H22）
2014

（H26）
2015

（H27）
人口 80,358 75,546 70,492 69,151

高齢者人口 23,925 25,861 27,272 27,736

高齢化率 29.8% 34.2% 38.7% 40.1%

人口 117,525 115,257 111,143 110,066

高齢者人口 32,826 38,943 42,890 44,014

高齢化率 27.9% 33.8% 38.6% 40.0%

人口 688,868 688,614 674,865 670,261

高齢者人口 129,522 153,535 171,312 176,721

高齢化率 18.8% 22.3% 25.4% 26.4%

人口 395,982 397,337 393,497 392,021

高齢者人口 70,595 84,613 95,011 98,500

高齢化率 17.8% 21.3% 24.1% 25.1%

人口 733,194 726,060 716,450 713,564

高齢者人口 150,140 175,167 192,413 198,223

高齢化率 20.5% 24.1% 26.9% 27.8%

人口 487,233 485,314 477,001 474,431

高齢者人口 100,160 114,560 125,931 129,657

高齢化率 20.6% 23.6% 26.4% 27.3%

人口 484,865 487,312 476,932 475,763

高齢者人口 90,909 102,199 112,872 116,839

高齢化率 18.7% 21.0% 23.7% 24.6%

人口 875,248 883,755 872,095 869,986

高齢者人口 166,958 192,697 213,370 220,001

高齢化率 19.1% 21.8% 24.5% 25.3%

人口 3,863,273 3,859,195 3,792,475 3,775,243

高齢者人口 765,035 887,575 981,071 1,011,691

高齢化率 19.8% 23.0% 25.9% 26.8%

賀茂

熱海伊東

駿東田方

富士

県計

静岡

志太榛原

中東遠

西部

人数：人
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２ 静岡県の健康課題
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静岡県における健康寿命の現状静岡県における健康寿命の現状

男性 ⼥性
1位 愛知 71.74 1位 静岡 75.32
2位 静岡 71.68 2位 群⾺ 75.27
3位 千葉 71.62 3位 愛知 74.93
4位 茨城 71.32 4位 栃⽊ 74.86
5位 ⼭梨 71.20 ４位 沖縄 74.86
※「健康寿命」とは
⽣活の質を重視する考え⽅に基づき、平成12年にWHO（世界

保健機関）が提唱した指標。今回は「健康上の問題で⽇常⽣活が
制限されることなく⽣活できる期間」と定義。

厚⽣労働省が初めて都道府県別健康寿命を、平成24年６⽉公表
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静岡県における健康寿命の現状静岡県における健康寿命の現状

平均寿命の伸びを上回る 「健康寿命の伸び」を目指す

資料：厚生労働科学研究費補助金「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究」

8.35年

10.89年
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死因別死亡＜男性＞
• 悪性新⽣物（がん）が多い
• 脳⾎管疾患、腎不全、糖尿病が全国より多い

全国基準＝100

11
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死因別死亡＜⼥性＞
• 脳⾎管疾患、糖尿病が全国より多い

全国基準＝100

12
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全国基準＝100

主要な疾患の死亡は少ない中、脳⾎管疾患の
年間死亡は、全国に⽐べ約１割多い。(男⼥共)
県内の33市町で、全国より死亡が多い⽔準

静岡県の健康課題 ＜脳血管疾患＞

脳血管疾患による死亡 （H20-25静岡県死因別ＳＭＲ・死因別死亡数）

脳血管疾患による介護認定の状況 （Ｈ２５国民生活基礎調査・介護認定理由）

30.9

34.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要介護４

要介護５

重度介護認定（要介護度４，５）の
認定理由の最⼤原因は脳⾎管疾患
（全体の約３分の１）
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死亡数全国より多い

死亡数全国より少ない

○ 全国より死亡が多い「脳血管疾患（脳卒中）」に着目した健康寿命延伸を図る。
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特定健診データ分析
受診率向上、協力医療保険者の増加によりデータは増加

20万人

56万人！

26万人

35万人

49万人

53万人
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H24市町別分析：メタボ該当者
• 県東部においてメタボ該当者が多い

–昨年度と異なり、静岡市においても該当者が多い

男 性 ⼥ 性

県全体に比べて、有意に多い

有意ではないが、県全体に比べて多い

有意ではないが、県全体に比べて少ない

県全体に比べて、有意に少ない
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H24市町別分析：⾼⾎圧症有病者
• 県東部、中部の⼀部において、
⾼⾎圧症有病者が多い

男 性 ⼥ 性

県全体に比べて、有意に多い

有意ではないが、県全体に比べて多い

有意ではないが、県全体に比べて少ない

県全体に比べて、有意に少ない
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H24市町別分析：糖尿病有病者
• 特定の市町で糖尿病該当者が多い傾向
• 県⻄部の⼥性において該当者が多い傾向
男 性 ⼥ 性

県全体に比べて、有意に多い

有意ではないが、県全体に比べて多い

有意ではないが、県全体に比べて少ない

県全体に比べて、有意に少ない
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H24市町別分析：習慣的喫煙者
• 県東部において、習慣的喫煙者が多い

男 性 ⼥ 性

県全体に比べて、有意に多い

有意ではないが、県全体に比べて多い

有意ではないが、県全体に比べて少ない

県全体に比べて、有意に少ない
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市町別分析：夜⾷間⾷あり

県全体に比べて、有意に多い

有意ではないが、県全体に比べて多い

有意ではないが、県全体に比べて少ない

県全体に比べて、有意に少ない

参考資料

H23特定健診 【全県】

夜食間食あり（男性）

全県に比べて、有意に多い

有意ではないが、全県に比べて多い

有意ではないが、全県に比べて少ない

全県に比べて、有意に少ない

H23特定健診 【全県】

夜食間食あり（男性）

全県に比べて、有意に多い

有意ではないが、全県に比べて多い

有意ではないが、全県に比べて少ない

全県に比べて、有意に少ない

男 性 ⼥ 性
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市町別分析：朝⾷⽋⾷あり

県全体に比べて、有意に多い

有意ではないが、県全体に比べて多い

有意ではないが、県全体に比べて少ない

県全体に比べて、有意に少ない

参考資料

H23特定健診 【全県】

朝食欠食あり（男性）

全県に比べて、有意に多い

有意ではないが、全県に比べて多い

有意ではないが、全県に比べて少ない

全県に比べて、有意に少ない

H23特定健診 【全県】

朝食欠食あり（女性）

全県に比べて、有意に多い

有意ではないが、全県に比べて多い

有意ではないが、全県に比べて少ない

全県に比べて、有意に少ない

男 性 ⼥ 性
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伊⾖

東部
中部

⻄部

平成20年県民健康基礎調査よりにくじゃが

おでん

赤身魚

お茶

汁物

干物

漬物

チャーハン

惣菜パン

コロッケ

野菜煮物 サラダ

地域別⾷品摂取頻度 食の地域差

地域で異なる⾷品摂取状況
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地域的な健康課題の違い
• 死亡の結果
– 東部地域において、悪性新⽣物、⼼疾患等の
⽣活習慣病死亡が多い

• 特定健診の結果
– 東部地域において、メタボ、肥満、⾼⾎圧、
喫煙者が多い

– ⻄部地域において、糖尿病が注意
• ⾷習慣に課題
– 油もの・⼀品もの等カロリーが多い⾷事
– 夜⾷・間⾷などの⼀部の⾷⽣活に課題
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まとめ
• 健康寿命・メタボ割合は良好
– 脳⾎管疾患死亡が⽐較的多い
– 健康課題に地域差あり

• 健康寿命の延伸のために
– 脳⾎管死亡の抑制に着⽬した、減塩対策の推進
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３ 静岡県の高齢者人口

及び高齢化率の将来推計
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静岡県の高齢者人口及び高齢化率の将来推計（圏域別）

圏域 区分
2015

（H27）
2020

（H32）
2025

（H37）
人口 69,151 63,299 57,954
高齢者人口 27,736 27,804 26,134
高齢化率 40.1% 43.9% 45.1%
人口 110,066 99,392 92,272
高齢者人口 44,014 43,176 40,844
高齢化率 40.0% 43.4% 44.3%
人口 670,261 644,617 623,116
高齢者人口 176,721 187,979 188,680
高齢化率 26.4% 29.2% 30.3%
人口 392,021 373,470 362,643
高齢者人口 98,500 106,164 108,128
高齢化率 25.1% 28.4% 29.8%
人口 713,564 678,878 652,514
高齢者人口 198,223 208,676 207,619
高齢化率 27.8% 30.7% 31.8%
人口 474,431 453,158 438,727
高齢者人口 129,657 140,150 142,289
高齢化率 27.3% 30.9% 32.4%
人口 475,763 454,904 442,880
高齢者人口 116,839 133,001 138,396
高齢化率 24.6% 29.2% 31.2%
人口 869,986 833,403 810,227
高齢者人口 220,001 242,845 249,194
高齢化率 25.3% 29.1% 30.8%
人口 3,775,243 3,601,121 3,480,333
高齢者人口 1,011,691 1,089,795 1,101,284
高齢化率 26.8% 30.3% 31.6%

賀茂

熱海伊東

駿東田方

富士

県計

静岡

志太榛原

中東遠

西部

（単位：人）

2015年は「高齢者福祉行
政の基礎調査」による。
その他は、国立社会保障・
人口問題研究所「日本の
地域別将来推計人口（平
成25年３月推計・市区町村
別）」から引用
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４ 2025年問題
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「介護難民」１０年後４３万人、
東京圏１３万人

•民間の有識者会議「日本創成会議」（座長・増田寛也元総務
相）は６月４日、団塊の世代すべてが７５歳以上の後期高齢者と
なる２０２５年に、全国で約４３万人が、必要な介護を受けられ
ない「介護難民」となり、特に東京圏（東京都、埼玉、千葉、神
奈川県）だけで３割の約１３万人に上るとする試算を発表。

•対策として、介護人材の確保の必要性に加え、ベッド数に余裕
があり、態勢的に受け入れ可能な地方への移住を提言した。

•試算は、同会議の首都圏問題検討分科会がまとめた「東京圏高
齢化危機回避戦略」に盛り込まれた。厚生労働省の統計などを基
に、現在の全国の介護ベッド総数（約１３４万床）を収容能力の
限界と仮定し、１０年後のベッド数の不足分を計算した。

平成27年6月4日 日本創成会議が試算を発表
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ポイントは2025年！

「治す」医療から

「支える」医療への転換が大切
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見納め？ ワイングラスと乳酸菌飲料
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44,419人

67,525人

55,206人

59,346人
58,786人

55,485人

52,430人

2012年(H24) 2017年(H29) 2020年(H32) 2025年(H37)

介護人材にかかる需給推計

約９千人

○国における介護人材の需給推計（暫定）

第４回社会保障審議会福祉部会福祉人材確保
専門委員会（平成27年2月23日）資料

○本県における推計

第7次静岡県長寿者保健福祉計画

約30万人
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５ 静岡県の医療・介護

資源の状況
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看護職員就業者数・保健所別（平成24年）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

単位 賀茂 熱海 東部 御殿場 富士 中部 西部

小計Ａ

県保健所
①～⑦

静岡市 浜松市

小計Ｂ

政令市
保健所
⑨～⑩

県計

⑧＋⑪

看護師 人 383 640 4,718 692 2,263 3,013 3,030 14,739 5,887 7,001 12,888 27,627

准看護師 人 272 306 1,228 292 1,028 697 797 4,620 1,142 1,463 2,605 7,225

医師数、病院数等

単位
静岡県
合計

賀茂
熱海
伊東

駿東
田方

富士 静岡
志太
榛原

中東
遠

西部

人 194 138 222 204 135 218 151 137 248 H 24.12

施設 182 9 7 48 19 29 13 19 38 H 26.4.1

床 31,885 969 1,132 6,501 2,738 6,551 3,510 3,072 7,412 H 27.1.31

施設 246 4 14 65 33 32 22 21 55 H 26.4.1

※小児科、産婦人科、眼科、美容外科など関連が薄い診療科目を除いた数

有床診療所（一般）　※

病床数

人口10万人当たり医師数

調査日・
期間

病院数（一般・療養）



39

医療従事者の確保（医師数）

医育機関

7,241 6,967 4,358 550 2,609 100 119 55

(193.8) (186.5) (116.7) (15.5) (69.9) (2.7) (3.2) (1.4)

2年間 1.1% 1.2% 2.0% 1.9% -0.1% -4.8% -5.6% 7.8%

10年間 12.0% 11.7% 17.0% 12.8% 3.8% 58.7% 5.3% 3.8%

303,268 288,850 188,306 50,404 100,544 3,189 8,625 2,604

(237.8) (226.5) (147.7) (39.5) (78.8) (2.5) (6.8) (2.1)

2年間 2.8% 3.0% 4.1% 3.8% 1.1% 2.3% -1.7% -3.9%

10年間 15.4% 15.7% 18.3% 16.8% 11.2% 37.8% 6.2% 19.1%

平成14年 平成16年 平成18年 平成20年 平成22年 平成24年

４１位 ３９位 ４４位 ４２位 ４０位 ４１位

診療所

人数

増加率

静
岡
県

区分

全
国

人数

増加率

（人口10万人対）

（人口10万人対）

静岡県順位

人口10万人当たりの医
療施設従事医師数

介護老人保
健施設

医療・老人
保健施設以

外
その他医師数

医療施設従
事医師数 病院

人口１０万人当たりの医療施設（病院及び診療所）に従事する医師数は、１８６．５人で、
全国平均の２２６．５人と比較すると４０．０人下回っている。【全国では順位４１位】
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介護保険施設等の必要入所（利用）定員総数

5,765 人4,570 人混合型特定施設
（専用型以外の有料老人ホームなど）

479 人334 人地域密着型特定施設
（小規模（29人以下）有料老人ホームなど、要介護者等が入居）

1,014 人404 人介護専用型特定施設
（有料老人ホームなど、要介護者等が入居）

1,494 人2,312 人介護療養型医療施設
（病院の介護療養病床）

13,330 人11,988 人介護老人保健施設

1,355 人779 人地域密着型介護老人福祉施設
（小規模（29人以下）特別養護老人ホーム）

18,052 人15,665 人介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

平成29年度
平成25年度

実績
区分
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６ 医療と介護の一体改革
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持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律

【法律の趣旨等】
○ 社会保障制度改革国民会議の審議の結果等を踏まえ、「社会保障制度改革推進法第４条の規定に
基づく「法制上の措置」の骨子について」を閣議決定（平成２５年８月２１日）

○ この骨子に基づき、「法制上の措置」として、社会保障制度改革の全体像・進め方を明示するもの
として提出（平成２５年１２月５日成立、同１３日公布・施行）

【法律の主な概要】

■ 講ずべき社会保障制度改革の措置等
受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、医療制度、介護保険制度等の改

革について、①改革の検討項目、②改革の実施時期と関連法案の国会提出時期の目途を明らかにするもの
○ 少子化対策（既に成立した子ども・子育て関連法、待機児童解消加速化プランの着実な実施 等）

○ 医療制度（病床機能報告制度の創設・地域の医療提供体制の構想の策定等による病床機能の分化及び連携、
国保の保険者・運営等の在り方の改革、後期高齢者支援金の全面総報酬割、70～74歳の患者負担・
高額療養費の見直し、難病対策 等）

○ 介護保険制度（地域包括ケアの推進、予防給付の見直し、低所得者の介護保険料の軽減 等）

○ 公的年金制度（既に成立した年金関連法の着実な実施、マクロ経済スライドの在り方 等）

※ 医療サービスの提供体制、介護保険制度及び難病対策等については平成２６年通常国会に、
医療保険制度については平成２７年通常国会に、必要な法律案を提出することを目指すものと規定。

■ 改革推進体制
上記の措置の円滑な実施を推進するとともに、引き続き、中長期的に受益と負担の均衡がとれた持続

可能な社会保障制度を確立するための検討等を行うため、関係閣僚からなる社会保障制度改革推進本部、
有識者からなる社会保障制度改革推進会議を設置

■ 施行期日
公布の日（平成２５年１２月１３日）（一部を除く。） 42
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【施行期日】 平成30年4月1日（４①は平成27年4月1日､2は平成27年4月1日及び平成29年4月1日､３及び４②～④は平成28年4月1日）

１．国民健康保険の安定化
○国保への財政支援の拡充により、財政基盤を強化
○平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の
国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化

２．後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入
○被用者保険者の後期高齢者支援金について、段階的に全面総報酬割を実施

（現行：1/3総報酬割→27年度：1/2総報酬割→28年度：2/3総報酬割→29年度：全面総報酬割）

３．負担の公平化等
①入院時の食事代について、在宅療養との公平等の観点から、調理費が含まれるよう段階的に引上げ
（低所得者、難病･小児慢性特定疾病患者の負担は引き上げない）

②特定機能病院等は、医療機関の機能分担のため、必要に応じて患者に病状に応じた適切な医療機関を紹介する
等の措置を講ずることとする（紹介状なしの大病院受診時の定額負担の導入）

③健康保険の保険料の算定の基礎となる標準報酬月額の上限額を引き上げ（121万円から139万円に）

４．その他
①協会けんぽの国庫補助率を｢当分の間16.4％｣と定めるとともに､法定準備金を超える準備金に係る国庫補助額の
特例的な減額措置を講ずる

②被保険者の所得水準の高い国保組合の国庫補助について、所得水準に応じた補助率に見直し
（被保険者の所得水準の低い組合に影響が生じないよう、調整補助金を増額）

③医療費適正化計画の見直し、予防･健康づくりの促進
･都道府県が地域医療構想と整合的な目標(医療費の水準､医療の効率的な提供の推進)を計画の中に設定
･保険者が行う保健事業に、予防･健康づくりに関する被保険者の自助努力への支援を追加

④患者申出療養を創設（患者からの申出を起点とする新たな保険外併用療養の仕組み）

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築
するため、国保をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進、患者申出療養の創設
等の措置を講ずる。

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案の概要（法案提出時）
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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の概要

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、効率的かつ質の高い医療
提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確
保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行う。

１．新たな基金の創設と医療・介護の連携強化（地域介護施設整備促進法等関係）

①都道府県の事業計画に記載した医療・介護の事業（病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進等）のため、

消費税増収分を活用した新たな基金を都道府県に設置

②医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が基本的な方針を策定

２．地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保（医療法関係）
①医療機関が都道府県知事に病床の医療機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）等を報告し、都道府県は、それをもとに

地域医療構想（ビジョン）（地域の医療提供体制の将来のあるべき姿）を医療計画において策定

②医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置付け

３．地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化（介護保険法関係）

①在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ、予防給付(訪問介護・通所介護)を地域支援事業に移行し、

多様化 ※地域支援事業：介護保険財源で市町村が取り組む事業

②特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化

③低所得者の保険料軽減を拡充

④一定以上の所得のある利用者の自己負担を２割へ引上げ（ただし、一般の世帯の月額上限は据え置き）

⑤低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加

４．その他

①診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行う看護師の研修制度を新設

②医療事故に係る調査の仕組みを位置づけ

③医療法人社団と医療法人財団の合併、持分なし医療法人への移行促進策を措置

④介護人材確保対策の検討（介護福祉士の資格取得方法見直しの施行時期を27年度から28年度に延期）

公布日。ただし、医療法関係は平成26年10月以降、介護保険法関係は平成27年４月以降など、順次施行。

概 要

趣 旨

施行期日（予定）

44
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日常生活の最前線（中学校区が基本
単位）で、市町村を中心に、一通りそろ
えるのが地域包括ケアシステムで、急
性増悪や救急時に、二重・三重（二次
医療圏は344）に支えるべく、都道府県

を中心に、整備するのが医療提供体制
です。医療提供体制から見ても、安心
して退院してもらえるには、地域包括ケ
アシステムの充実が不可欠です。
→つまり両者は相補的・密接不可分！

45
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（１）2025年に向けた

医療提供体制の改革
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医療と介護の総合的な確保に関する
基本的な考え方

○医療ニーズの増加に対応して、患者が病状に応じて適切な医療を将来にわたって持
続的に受けられるようにするためには、病床の機能の分化及び連携を進めていく必要
がある。

○一方で、患者の視点に立てば、急性期の医療から在宅医療・介護までの一連のサー
ビスが適切に確保され、さらに救急医療や居宅等で様態が急変した場合の緊急患者
の受入れ等の適切な医療提供体制が確保される等、ニーズに見合った医療・介護サー
ビスが地域で適切に提供されるようにする必要がある。こうした体制整備は地域包括ケ
アシステムの構築にとっても不可欠である。

○「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」は、
地域において医療及び介護を総合的に確保していくために「車の両輪」として進めてい
く必要がある。
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医療機能の現状と
今後の方向を報告

都
道
府
県

○ 昨年の通常国会で成立した「医療介護総合確保推進法」により、平成２７年４月より、都道府県が
「地域医療構想」を策定。（法律上は平成30年３月までであるが、平成２８年半ば頃までの策定が望ましい。）

※ 「地域医療構想」は、２次医療圏単位での策定が原則。

○ 「地域医療構想」は、２０２５年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに２０２５年の
医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。

○ 都道府県が「地域医療構想」の策定を開始するに当たり、厚生労働省で推計方法を含む「ガイドライン」を作
成。平成２７年３月に発出。

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を
策定し、更なる機能分化を推進

（「地域医療構想」の内容）

１．２０２５年の医療需要と病床の必要量
・ 高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに推計
・ 都道府県内の構想区域（２次医療圏が基本）単位で推計

２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

医療従事者の確保・養成等

地域医療構想について

（機能が
見えにくい） 医療機能

を自主的に
選択

医
療
機
関

（B病棟）

急性期機能

（D病棟）

慢性期機能

（C病棟）

回復期機能

（A病棟）

高度急性期機能

○ 機能分化・連携については、「地域医療構想調整会議」
で議論・調整。

必要病床数
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（平成26年度全国厚生労働関係部局長会議（厚生分科会）資料から）
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◎ 各医療機関（有床診療所を含む。）は病棟単位で（※）、以下の医療機能について、「現状」と「今後の方向」を、都道府県に報告
する。

※ 医療資源の効果的かつ効率的な活用を図る観点から医療機関内でも機能分化を推進するため、「報告は病棟単位を基本とする」とされている
（「一般病床の機能分化の推進についての整理」（平成24年６月急性期医療に関する作業グループ）。

◎ 医療機能の名称及び内容は以下のとおりとする。

（注） 一般病床及び療養病床について、上記の医療機能及び提供する医療の具体的内容に関する項目を報告することとする。

◎ 病棟が担う機能を上記の中からいずれか１つ選択して、報告することとするが、実際の病棟には、様々な病期の患者が入院して
いることから、提供している医療の内容が明らかとなるように具体的な報告事項を検討する。

◎ 医療機能を選択する際の判断基準は、病棟単位の医療の情報が不足している現段階では具体的な数値等を示すことは困難で
あるため、報告制度導入当初は、医療機関が、上記の各医療機能の定性的な基準を参考に医療機能を選択し、都道府県に報告

することとする。

医療機関が報告する医療機能

医療機能の名称 医療機能の内容

高度急性期機能 ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能

急性期機能 ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期機能

○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。
○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅

復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）。

慢性期機能
○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患者

又は難病患者等を入院させる機能

（病床機能報告制度、平成２６年１０月施行）
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（２）地域包括ケアシステムの

構築
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地域包括ケアシステム
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地域包括ケアシステムの構築に向けた介護保険制度の改正
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地域支援事業における在宅医療・介護連携の推進
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在宅医療・介護連携推進事業 （地域支援事業 平成27年度から）
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(参考)在宅医療連携拠点事業

１ 事業概要

(1)目 的

在宅医療を提供する機関を連携拠点として、多職種協働による在宅医療の支援
体制を構築し、医療と介護が連携した地域におけるサポート体制を整備する。

(2)事業内容

郡市医師会、市町、医療機関等が行う以下の事業について支援する。

補助率：１０／１０

・地域の医療・介護サービス資源の把握

・在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議

・在宅医療・介護サービス等の情報の共有支援

・在宅医療・介護関係者の研修

・地域住民への普及啓発 等
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(参考)在宅医療連携拠点事業
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○地域支援事業の認知症施策推進事業（認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員）

認知症施策の推進

○認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）（平成27年１月）

・高齢者の約４人に１人が認知症の人又はその予備軍。高齢化の進展に伴い、認知症の人は更に増加
2012（平成24）年 全国462万人（約7人に１人） ⇒ 2025（平成37）年 全国700万人（約5人に１人）

・国は、認知症施策を加速させるため、「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」を策定し、

団塊の世代が75歳以上となる2025（平成37）年を目指し、認知症の人の意思が尊重され、できる限り
住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らしを続けることができる社会の実現のため、総合的に施策を推進
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在宅医療・介護連携推進事業、認知症施策推進事業における
市町の取組

認知症施策推進事業

既存の取組※を活用しながら、市町が主体となり、郡市医師会等と連携して実施

（事業実施に当たっては郡市医師会等への委託も可能）

※在宅医療連携拠点事業（H23,24） … 2地区で実施

在宅医療推進事業（H25～27） … 12地区で実施

地域在宅医療連携体制整備事業（H26） … 11地区で実施

・認知症サポート医、郡市医師会（かかりつけ医）、地域包括支援センター等と

連携し、個別の訪問支援を行う認知症初期集中支援チームを設置

・保健師、看護師等で専任の連携支援・相談等を行う認知症地域支援推進員を
行政や地域包括支援センター等に配置

在宅医療・介護連携推進事業
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地域ケア会議の推進
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生活支援・介護予防サービスの充実・強化
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地域支援事業のスケジュール
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７ 地域医療介護総合確保基金

を活用した静岡県の取組
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平成２７年度当初予算

静岡県 歳出予算構成比（目的別）

平成１８年度当初予算
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㉖静岡県
31.7億円

㉗静岡県
50億円
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平成27年度基金活用事業の概要
（単位：千円）
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地域医療介護総合確保基金関連事業（平成27年度） ※主な事業を抽出
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